
◆教育基本法等関係法令 

◆学習指導要領 

◆教育振興基本計画 

◆教育行政重点施策 等 

◆生徒・地域の実態 等 

◆保護者･生徒の願い等 

 

 
○基礎基本の定着（わかる授業展開、個に応じた指導の工夫、

テスト対策） 

○授業規律の徹底（時間を守る、丁寧な言葉遣い、呼名意識） 

○学習意欲の向上（目標の提示、対話から思考を広げる授業、

ＩＣＴの活用） 

○家庭学習の習慣化の取組（家庭学習カード等） 

○進路指導の充実（計画的なキャリア教育、個性を伸ばし夢

の実現を支援） 

○道徳教育の充実（「考え,議論する」道徳「心を見つめ,思いを発信する」授業）  

 

 

 

 

○学校研究の推進（指導「対話から思考を広げ、学び

合う授業の研究） 
○校内研修の充実（全国・県学力調査結果の分析と対

策、タブレットの活用など） 

○公開授業（全教員年１回）の実施と授業研究の推進 

○県教委、市教委主催の研修会への積極的な参加（全

員が年一回） 

○普通救命（ＡＥＤ）講習会の実施（夏季休業中） 

 

 

 
○学校からの情報発信の推進（学校通信等の積極的発行、さやまっ

子緊急メールの活用、ホームページの充実） 

○小学校や高等学校との連携強化（小中一貫教育の実践と検証、小

中合同研修会の充実、卒業生の体験に学ぶ会、高校との連携） 

○保護者や地域との連携強化（ＰＴＡ行事への協力…除草作業・け

やき祭り・側溝掃除、ＰＴＡ総会など、地域行事への協力…地域

パトロール、新狭山地区あじさい祭、新狭山ハイツ夏祭り、堀兼

地区ふる里まつり、堀兼地区体育祭、昔の遊びと餅つき大会など、

公民館出張文化祭の開催、郷土学習等） 

 

 

 
〇コミュニケーション能力の育成（対話力、表現力をつける） 

〇自己有用感を高める集団づくり（生徒会、係活動,学校行事） 

〇いじめの早期発見、早期解消（学校生活アンケート、ＨＰＱ-Ｕテ

スト、二者相談） 

〇不登校生徒に寄り添う指導（相談室、特別支援学級、教育センター

との連携） 

〇一人一人を大切にする授業（インクルーシブ教育、発言や作品を生

かす工夫） 

 

 

 
○校内緑化、環境整備の推進（緑化活動,安全点検,感染症予防） 

○ボランティア活動の推進（地域行事への参加の促進） 

○安全教育の徹底（自転車運転マナーの向上、交通安全教室

の実施、登下校指導の充実、自転車保険加入の徹底、自転

車用ヘルメット着用の徹底） 

〇避難訓練の充実と危機管理マニュアルの見直し   

○救命講習の実施（３年）〇掲示教育の推進〇清掃指導徹底 

○情報教育の徹底（情報モラルの指導、スマホ等の使用） 

 

 

 

 
○学年・学級経営の充実（目配り、気配り、アンテナを高く）  

○基本的生活習慣の確立（あいさつ･時間･服装･無言清掃） 

○人権教育、道徳教育の充実（個人の尊重） 

○生徒指導体制の充実（教職員の共通理解・共通行動   

関係機関との連携強化） 

○生徒会活動の活性化（委員会活動の充実） 

学校経営方針 
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① 居場所があり心温まる学校 ②深い学びに向かう学校 ③正義が通る学校 

④指導力のある教師がいる学校 ⑤安全で美しく潤いのある学校 ⑥家庭・地域に開かれた学校 
 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

学校教育目標 

基 本 理 念 
学校とは、生徒が夢や希望を持ち、可

能性を伸ばすところであり、安全に

安心して生活できる環境でなければ

ならない。 

【狭山市の教育基本理念】 

「夢をかなえ 人をつくる 

狭山の教育」 

【学校教育の基本方針】 

「生きる力を備え 未来へはば

たく“さやまっ子”の育成」 

①居場所があり心温まる学校 

④指導力のある教師のいる学

校 
 

③正 義 が 通 る 学 校 

②深い学びに向かう学校 
 

⑤安全で美しく潤いのある学校 
 

⑥家庭・地域に開かれた学校 
 

本 年 度 の 重 点 

堀兼中学校区の目指す児童生徒像 

ふるさとを愛し、自ら進んで行動でき、 

支え合う児童生徒 
 


